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(57)【要約】
　回転式基部を有する乾燥薬剤ディスペンサー用のアド
ヒアランスモニター。モニターは、内部弾性突起を含む
開口部を有し、それにより、開口部内に基部を受け入れ
かつ保持することができ、モニターを回転させることに
よって基部を回転させることができる。モニターととも
に又はディスペンサーにおいて使用されるキャップ検出
センサーも開示され、キャップ検出センサーは、基部の
回転軸に対して概して平行に延在するレバーを備え、レ
バーは、一端が基部を越えてキャップに向かって延在し
、かつスイッチと係合するようにディスペンサー又はモ
ニター内に延在し、キャップが取り付けられるとキャッ
プによってレバーが係合され、それによりスイッチを使
用可能にするような配置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥薬剤ディスペンサー用のアドヒアランスモニターであって、
　前記ディスペンサーは回転式基部を有し、
　前記アドヒアランスモニターは、開口部を有する本体を備え、
　前記開口部は、作動的に前記基部を前記開口部内に受け入れかつ保持することができる
ように配置された、内部弾性突起を含み、
　前記基部は、前記モニターを回転させることによって回転させることができる、アドヒ
アランスモニター。
【請求項２】
　第１のポリマー材料から形成された本体を有し、
　前記弾性突起は、第２のポリマー材料のオーバーモールドとして前記開口部内に形成さ
れ、
　前記第２の材料は前記第１のポリマー材料よりコンプライアントである、請求項１に記
載のアドヒアランスモニター。
【請求項３】
　前記基部は、締まり嵌めを形成するように、前記突起を圧縮することによって前記開口
部に保持される、請求項１又は２に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項４】
　乾燥薬剤ディスペンサー用のアドヒアランスモニターであって、
　前記ディスペンサーは、回転式基部と、マウスピースと、前記マウスピース用の取外し
可能なキャップとを備え、
　前記アドヒアランスモニターは、前記ディスペンサーの前記基部を作動的に受け入れる
開口部と、前記キャップの取外し又は係合を検出するキャップ検出センサーとを備え、
　前記センサーは、前記基部の回転軸に対して概して平行に延在するレバーを備え、
　前記レバーは、一端が前記基部を越えて前記キャップに向かって延在し、かつスイッチ
と係合するように前記モニター内に延在し、前記キャップが取り付けられると前記キャッ
プによって前記レバーが作動的に係合され、それにより前記スイッチの状態を変化させる
ような配置である、アドヒアランスモニター。
【請求項５】
　前記モニターは、プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、前記スイッチの前記状態の指示を受け入れるように前記スイッチと
通信する、請求項４に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項６】
　前記モニターは、前記ディスペンサーの使用を示す外部通信を送信するように適合され
、
　前記通信は、前記キャップ検出センサーが、前記キャップが取り付けられていることを
検知したか又は取り外されたことを検知したかの指示を選択的に含む、請求項５に記載の
アドヒアランスモニター。
【請求項７】
　前記指示は、前記ディスペンサーにおける使用イベントの記録に関連付けられている、
請求項６に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項８】
　前記アドヒアランスモニターは、投与検出機構を更に備え、
　前記投与検出機構は、前記キャップ検出センサーが、前記キャップが取り外されている
ことを検出するまで、使用不可とされる、請求項４～７のいずれか一項に記載のアドヒア
ランスモニター。
【請求項９】
　前記開口部は、作動的に前記開口部内に前記基部を受け入れかつ保持することができる
ように配置された、内部弾性突起を含み、
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　前記基部は、前記モニターを回転させることによって回転させることができる、請求項
４～８のいずれか一項に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項１０】
　前記モニターは、第１のポリマー材料から形成された本体を有し、
　前記弾性突起は、第２のポリマー材料のオーバーモールドとして前記開口部内に形成さ
れ、
　前記第２の材料は前記第１のポリマー材料よりコンプライアントである、請求項４～９
のいずれか一項に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項１１】
　前記基部は、締まり嵌めを形成するように、前記突起を圧縮することによって前記開口
部内に保持される、請求項４～１０のいずれか一項に記載のアドヒアランスモニター。
【請求項１２】
　投与検出センサー及びキャップ検出センサーを備え、かつ投与検出機構を更に備えるア
ドヒアランスモニターであって、
　前記投与検出機構は、前記キャップ検出センサーが、前記キャップが取り外されている
ことを検出するまで、使用不可とされる、アドヒアランスモニター。
【請求項１３】
　アドヒアランス装置に乾燥薬剤ディスペンサーを保持する方法であって、
　前記アドヒアランス装置に弾性突起を含む凹部を設け、
　前記凹部内に前記アドヒアランス装置の前記回転式基部を挿入し、前記挿入により、前
記ディスペンサーの前記基部を前記アドヒアランス装置内で保持するように、前記弾性突
起を圧縮し、それにより、前記アドヒアランス装置の回転が前記回転式基部も回転させる
、方法。
【請求項１４】
　乾燥薬剤ディスペンサー用のキャップ検出センサーであって、
　前記ディスペンサーは、回転式基部と、マウスピースと、前記マウスピース用の取外し
可能なキャップとを備え、
　前記センサーは、前記基部の回転軸に対して概して平行に延在するレバーを備え、
　前記レバーは、一端が前記基部を越えて前記キャップに向かって延在し、かつスイッチ
と係合するように前記ディスペンサー内に延在し、前記キャップが取り付けられると前記
キャップによって前記レバーが作動的に係合され、それにより前記スイッチの状態を変化
させるような配置である、キャップ検出センサー。
【請求項１５】
　前記ディスペンサーはプロセッサを備え、
　前記プロセッサは、前記スイッチの前記状態の指示を受け取るように前記スイッチと通
信する、請求項１４に記載のキャップ検出センサー。
【請求項１６】
　前記ディスペンサーは、前記ディスペンサーの使用を示す外部通信を送信するように適
合され、
　前記通信は、前記キャップ検出センサーが、前記キャップが取り付けられていることを
検知したか又は取り外されたことを検知したかの指示を選択的に含む、請求項１５に記載
のキャップ検出センサー。
【請求項１７】
　前記指示は、前記ディスペンサーにおける使用イベントの記録に関連付けられている、
請求項１６に記載のキャップ検出センサー。
【請求項１８】
　請求項１４～１７のいずれか一項に記載のキャップ検出センサーを備える乾燥薬剤ディ
スペンサー。
【請求項１９】
　前記ディスペンサーは、投与検出機構を更に備え、
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　前記投与検出機構は、前記キャップ検出センサーが、前記キャップが取り外されている
ことを検出するまで、使用不可とされる、請求項１８に記載の乾燥薬剤ディスペンサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥粉末薬剤についての投薬計画に対するアドヒアランスをモニタリングす
る方法、装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、乾燥粉末吸入器用のアドヒアランスモニターに関する。これらは、喘息、Ｃ
ＯＰＤ、嚢胞性線維症及び気管支拡張症等の呼吸器疾患の治療において使用されることが
多い。しかしながら、こうした装置は、例えば、疼痛、心臓病、勃起不全、糖尿病及び他
の適応症の治療のために、他の薬剤を送達するために使用される場合もある。
【０００３】
　商用で使用される幾つかの異なるタイプの乾燥粉末吸入器がある。１つのタイプは、外
部レバーを備えるディスクの形態である。レバーは、使用者が、１回分の薬剤を吸入チャ
ンバー内に堆積させるために作動させることができ、その後、使用者がマウスピースを介
して吸入することができる。
【０００４】
　別の共通のタイプの乾燥粉末吸入器は、概して管状体の形態であり、好適な内部貯蔵薬
剤と、適切な吸入チャンバー内に１回分の薬剤を分配する回転式基部と、使用者が吸入チ
ャンバー内に分配された薬剤を吸入することができるマウスピースとを備える。こうした
乾燥粉末吸入器は、通常、取外し可能でありかつもとに戻すことができるキャップがつい
ており、それは、吸入器が使用されていないときに吸入器のマウスピース及び管状体を覆
うように適合されている。
【０００５】
　こうした乾燥粉末吸入器の一例は、AstraZeneca ABによって製造され売り出されている
ＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ（商標）である。別の例は、ＴＷＩＳＴＨＡＬＥＲ（商標）であり
、Merck & Co.によって製造され売り出されている。ＴＷＩＳＴＨＡＬＥＲ（商標）は、
ＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ（商標）と同様であるが、ＴＷＩＳＴＨＡＬＥＲ（商標）は、キャ
ップが管状体からゆるめられたときに１回分の薬剤を分配するという点が異なる。すなわ
ち、管状体部分からキャップをゆるめることは、基部部分に対して管状体を自動的に回転
させる役割を果たし、吸入チャンバー内に１回分の薬剤を分配するのはこの動作である。
【０００６】
　全ての薬剤吸入器の使用に関連する問題は、不十分なアドヒアランスである。多くの研
究により、使用者は、自身の薬剤を所定の又は処方された時間に及び／又は必要な量を吸
入しないことが頻繁にあることが示された。この非アドヒアランスの結果として、疾病管
理の低減、生活の質の低下、生産性の喪失、入院及び防ぎ得た死亡を挙げることができる
。これは、使用者に対するとともに保険制度に対する著しいコストを表す。
【０００７】
　乾燥粉末吸入器ではなく、薬剤吸入器で、主に加圧式定量吸入器で使用される、アドヒ
アランスモニタリング装置が開発された。加圧式定量吸入器に必要な機械的構造は、乾燥
粉末吸入器に必要なものと著しく異なる。
【０００８】
　本出願人による特許文献１は、吸入器に螺合される２つの部分から形成された乾燥粉末
吸入器のコンプライアンスモニターを開示している。アドヒアランスモニターの２つの部
分を螺合することは、面倒かつ時間のかかるプロセスである可能性がある。場合によって
は、その部分のねじが駄目になる（cross threaded）可能性があり、それにより、２つの
部分が適切に固定されなくなるか、又はコンプライアンスモニターが正しく機能しないか
若しくは全く機能しなくなる。
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【０００９】
　さらに、アドヒアランスモニターの２つの部分を互いに対して螺合するか又はゆるめる
動作により、時に、吸入器の回転式基部が意図せず同時に回転する可能性があり、したが
って、１回分の薬剤が吸入チャンバー内に放出される（又は半端に放出される）可能性が
ある。
【００１０】
　本出願人の特許文献２は、乾燥粉末吸入器用の２部分押込み嵌めコンプライアンスモニ
ターを記載している。ねじ固定の複雑性を回避しているが、これには依然として使用者が
吸入器の周囲でモニターを組み立てる必要がある。
【００１１】
　別の問題は、使用者によるキャップの正しい使用に関する。使用されていないときにキ
ャップをもとに戻して、埃及び湿気が薬剤を汚染しないことを確実にすることが重要であ
る。さらに、吸入器を用いる使用者の挙動を理解することは、臨床的に有用である。患者
によっては、キャップをはめたり外したりを繰り返して、自身の吸入器を弄ぶ。他の患者
は、注意を払っておらず、吸入器を開放したところで上の空になり、薬剤を吸入せずにキ
ャップをもとに戻す場合がある。
【００１２】
　キャップが取り外される及びもとに戻されるときを含む、アドヒアランスデータを記録
できることは、訓練の目的又は使用者に対するフィードバックのために、かつ全体的な薬
剤コンプライアンスデータ収集の目的で、非常に有用かつ重要な情報である。
【００１３】
　特許文献３（Bjorndal他）は、キャップがはめられたままである場合、装置の動作を阻
止する、乾燥粉末吸入器用の訓練装置について記載している。しかしながら、それは、ア
ドヒアランスデータを収集しない。
【００１４】
　特許文献４（Von Hollen他）は、キャップが取り除かれると可聴指示を発する（及び／
又は可聴使用フィードバックを提供する）ように適合された吸入器について記載している
。しかしながら、Von Hollenは、使用者がキャップをはめた状態で吸入器を使用しようと
した回数、及び／又はキャップが取り除かれた及び／又は閉じられたとき及びその頻度に
関するコンプライアンスデータが収集されることを可能にしない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】ニュージーランド特許第６１４９２８号
【特許文献２】ニュージーランド特許第６２２０００号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００４／０１８７８６９号
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１１／０２２６２４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、乾燥薬剤吸入器に容易にかつ確実に取り付けることができる有効なア
ドヒアランスモニターを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　第１の広い形態では、本発明は、回転式基部を備えた乾燥薬剤ディスペンサー用のアド
ヒアランスモニターであって、内部弾性突起を備えた開口部を含み、開口部は、基部を開
口部内に受け入れかつ保持し、モニターを回転させることによって作動的に回転させるこ
とができるように配置されている、アドヒアランスモニターを提供する。
【００１８】
　１つの態様によれば、本発明は、乾燥薬剤ディスペンサー用のアドヒアランスモニター
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であって、ディスペンサーは回転式基部を有し、アドヒアランスモニターは、開口部を有
する本体を備え、開口部は、作動的に基部を開口部内に受け入れかつ保持することができ
るように配置された、内部弾性突起を含み、基部は、モニターを回転させることによって
回転させることができる、アドヒアランスモニターを提供する。
【００１９】
　別の態様によれば、本発明は、乾燥薬剤ディスペンサー用のアドヒアランスモニターで
あって、ディスペンサーは、回転式基部と、マウスピースと、マウスピース用の取外し可
能なキャップとを備え、アドヒアランスモニターは、上記ディスペンサーの基部を作動的
に受け入れる開口部と、キャップの取外し又は係合を検出するキャップ検出センサーとを
備え、センサーは、基部の回転軸に対して概して平行に延在するレバーを備え、レバーは
、一端が基部を越えてキャップに向かって延在し、かつスイッチと係合するようにモニタ
ー内に延在し、レバーは、取り付けられたキャップによって作動的に係合され、それによ
りスイッチの状態を変化させるように配置されている、アドヒアランスモニターを提供す
る。
【００２０】
　更に別の態様によれば、本発明は、投与検出センサー及びキャップ検出センサーを備え
るアドヒアランスモニターであって、投与検出機構を更に備え、投与検出機構は、キャッ
プ検出センサーが、キャップが取り外されていることを検出するまで、使用不可とされる
、アドヒアランスモニターを提供する。
【００２１】
　別の態様によれば、本発明は、アドヒアランス装置に乾燥薬剤ディスペンサーを保持す
る方法であって、アドヒアランス装置に凹部を設けることであって、凹部は弾性突起を含
むことと、凹部内にアドヒアランス装置の回転式基部を挿入することであって、挿入によ
り、ディスペンサーの基部をアドヒアランス装置内で保持するように、弾性突起が圧縮さ
れ、それにより、アドヒアランス装置の回転により回転式基部もまた回転することとを含
む方法を提供する。
【００２２】
　別の態様によれば、本発明は、乾燥薬剤ディスペンサー用のキャップ検出センサーであ
って、ディスペンサーは、回転式基部と、マウスピースと、マウスピース用の取外し可能
なキャップとを備え、センサーは、基部の回転軸に対して概して平行に延在するレバーを
備え、レバーは、一端が基部を越えてキャップに向かって延在し、かつスイッチと係合す
るようにディスペンサー内に延在し、レバーは、取り付けられたキャップによって作動的
に係合され、それにより、スイッチの状態を変化させるように構成されている、キャップ
検出センサーを提供する。
【００２３】
　したがって、本発明の実施態様は、使用者による組立て又はねじ取付けの必要なしに取
り付けることができるアドヒアランスモニターを提供することが分かる。
【００２４】
　さらに、本発明の実施態様により、押込み嵌め又は同様の取付けを採用することができ
る有効なキャップ検出システムが可能になる。
【００２５】
　本発明の例示的な実施形態について、添付図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】本発明によるモニタリング用のアドヒアランスモニターの第１の実施形態の斜
視図である。
【図１Ｂ】本発明によるモニタリング用のアドヒアランスモニターの第１の実施形態の斜
視図である。
【図２】アドヒアランスモニターが薬剤送達装置にいかに取り付けられるかを示す、図１
Ａ及び図１Ｂに示す実施形態の部分分解図である。
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【図３】薬剤送達装置にキャップが取り付けられている、図２に示す実施形態の図である
。
【図４】本発明の第２の実施形態の平面図である。
【図５Ａ】アドヒアランスモニターの第３の実施形態の斜視図である。
【図５Ｂ】アドヒアランスモニターの第３の実施形態の斜視図である。
【図６Ａ】アドヒアランスモニターの各構成要素の斜視図を示す、アドヒアランスモニタ
ーの一実施形態の反転した分解図である。
【図６Ｂ】図６Ａに示す実施形態の垂直分解図である。
【図７Ａ】係合解除状態にあるキャップ検出センサーの動作を示す断面図である。
【図７Ｂ】係合状態にあるキャップ検出センサーの動作を示す断面図である。
【図８】本発明の第４の実施形態の斜視図である。
【図９】キャップ状態変化イベントを検出し投与検出機構を作動させるために採用された
アルゴリズムの処理ステップのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　この明細書を通して、薬剤送達装置の使用に関連して用いる場合の「患者」又は「使用
者」又は「人」又は「患者の使用」という用語は、薬剤送達装置を使用する任意の人を指
すように理解されるべきである。
【００２８】
　本発明について、様々な具体的な実施態様に関連して記載するが、それらの実施態様は
、理解されるように、本発明を例示するものとして意図され、その範囲を限定するもので
あるようには意図されていない。特に、本発明を実施するモニターに、様々な追加の特徴
及び機能、インジケーター等を含めることができることが理解されよう。これらは、製品
設計者が任意に具体的な用途に対して選択することができる。
【００２９】
　以下の実施態様について、広く商用で使用されているため、主にＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ
（商標）製品及びＴＷＩＳＴＨＡＬＥＲ（商標）製品に関して記載する。しかしながら、
本発明は、当業者には理解されるような好適な変更を伴って、存在するか又はいずれ開発
される乾燥粉末薬剤分配装置の他の設計に適用することができる。
【００３０】
　同様に、以下の考察は、主に呼吸関連薬剤に関連しているが、単に例として、鎮痛剤、
糖尿病、勃起不全又は他の状態を含む、乾燥粉末薬剤分配装置の任意の使用に適用可能で
ある。本発明は、薬剤がいかに使用され分配されるかのモニタリングに関し、決して、い
かなる特定の薬剤又は状態にも限定されるものとしてみなされるべきではない。
【００３１】
　全体的な説明として、記載する実施態様は、使用者によって乾燥粉末薬剤分配装置に取
り付けられるように意図されている。それらの実施態様は、１回分が分配されたことを検
出し、この記録を保持するか、又はリモートシステムに、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）を介してスマートフォン、タブレット若しくは他のデバイスに通信するシステム
を含む。使用の記録を自動的に作成して、臨床管理に役立てることが意図されている。そ
れらはまた、使用者に対するリマインダーを提供し、分配装置が取り付けられているか否
かを検出し、エラーを示し、又は他の機能を提供することができる。
【００３２】
　図１Ａ、図１Ｂ、図２及び図３を参照すると、全体として矢印２によって示す乾燥粉末
吸入器の患者の使用をモニタリングするために使用されるアドヒアランスモニター１が示
されている。図示する乾燥粉末吸入器２は、AstraZeneca ABによって製造され売り出され
ているＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ（商標）である。ＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ（商標）に関する更
なる情報については、http://www.symbicort.com/asthma/asthma-symbicort/turbuhaler.
htmlにおいてAstraZeneca ABによって提供されている資料を参照されたい。
【００３３】
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　吸入器２は、本体部分３内に収容されている貯蔵薬剤（図示せず）を含む。吸入器２は
また、本体部分３に対して回転可能な回転式基部４も備える。吸入器２はマウスピース５
を有し、使用者は、それを介して１回分の薬剤を吸入することができる。また、取外し可
能でありもとに戻すことが可能なキャップ６も備えられている。吸入器２はまた、１回分
の薬剤を吸入チャンバー（図示せず）内に分配する薬剤分配手段（図示せず）も備える。
【００３４】
　貯蔵薬剤は、本体部分３内に収容された単一の固体の塊の形態であり、本体部分３に対
して回転式基部４が回転することにより、内部スクレーパー（図示せず）が単一の塊から
少量の薬剤をこすり出し、その後、取り出された薬剤は、吸入チャンバー内に、計量され
た量の乾燥粉末の形態で向けられる。そして、乾燥粉末は、マウスピース５を強く吸う使
用者によって吸入される。
【００３５】
　吸入器２の内部の作用（図示せず）は、通常、使用者がマウスピース５を吸っていると
きに増強された内部空気流をもたらすように構成されている。これにより、乾燥粉末薬剤
が、マウスピース５を通って使用者の口内に引き出される。最大量の乾燥粉末薬剤が使用
者の気道及び／又は肺に、到達し及び／又はその中に堆積するのを確実にすることが意図
されている。
【００３６】
　アドヒアランスモニター１は、ローター７が配置される凹部３５を含む。ローター７の
内面９は、ローター７の開放した中心部内に突出し、吸入器１の回転式基部４の外側の外
部把持面８に対して相補的であるように突起１０を含むような形状である。内面９は、例
えば、オーバーモールドプロセスにより、弾性のゴム材料でコーティングされている。例
えば、突起は、２段階射出成形で製造することができ、その場合、最初に剛性部分が成形
され、その後、第２の射出成形型内に挿入されて軟質突起が成形されるようにする。これ
により、ローター７の内面９から中心部内に延在する一組の成形された内部弾性突起１０
が設けられる。図示する形態では、突起１０は、一組の歯として形成されているが、しか
しながら、把持面８、及びアドヒアランスモニターが使用されるように意図されている特
定の吸入器の特徴と一貫して、他の形状及び構成を使用することができる。
【００３７】
　内部弾性突起を生成する代替方法は、別個の部品としてそれらを成形し、その後、その
別個の部品をローター７の内面９の対応する開口部の上にクリップ留めするか又は適所に
接合する、というものである。
【００３８】
　ゴム材料は、合成ゴム材料とすることができる。例えば、剛性部は、アセタール又はナ
イロンタイプの材料を用いて製造することができ、軟質な歯は、ＴＰＵ、シリコン又は天
然ゴム化合物とすることができ、好ましくは、ショア硬度が４０ショアＡ～９０ショアＡ
である。好ましいショア硬度は、突起の最終的なサイズ及び形状によって決まる（断面積
が大きいほど、同じ圧縮を得るためにより軟質な材料が必要である）。
【００３９】
　モニター１及び吸入器２を作動状態にするために、吸入器２の回転式基部４を、アドヒ
アランスモニター１の凹部３５内のローター７の中心部に押し込む。外部把持面８を、突
起１０と整列するように向ける。有効な締まり嵌めを与えるように、成形突起１０が圧縮
される。しかしながら、締まり嵌めは、好適な力を加えることによって解除可能であり、
それにより、モニターを、例えば、元の吸入器１が空になったときに新たな吸入器に容易
に移動させることができる。
【００４０】
　吸入器２からアドヒアランスモニター１を取り外すためには、患者は、最初に、吸入器
２からキャップ６を取り除き、一方の手でマウスピースを保持して、他方の手で回転式基
部４からアドヒアランスモニター１をゆっくりと引き離す。
【００４１】
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　モニター１及び吸入器２が取り付けられると、アドヒアランスモニター１のその後の回
転により、吸入器による薬剤の吐出に対する必要に応じて、回転式基部４の回転ももたら
される。すなわち、アドヒアランスモニター１は、吸入器基部４用の外側回転グリップと
して有効に作用する。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、突起１０は、ローター７の内面９に沿って均一に間隔を空けて
配置することができる。別の実施形態では、突起１０は、内面９において互いに反対側に
位置する２つの組にグループ化することができる。図４は、この発明のアドヒアランスモ
ニター１の代替実施形態を示し、そこでは、ローター７の内面９に沿って均一に間隔を空
けて配置された３組の突起１０がある。他の構成を使用することができることが理解され
よう。さらに、吸入器２の把持面８とのインターフェースの機械的要件と一貫して、特定
の設計に対して、突起の形状及びサイズを変更し選択することができる。
【００４３】
　図２及び図３を参照すると、キャップ６の内面に、第１のねじ切り部分１４（この角度
からは見えないため、点線として示す）が設けられており、本体部分３の外側には、相補
的な第２のねじ切り部分１５が設けられており、それにより、キャップ６を本体部分３の
上に配置し、２つのねじ山１４、１５を互いに螺合することによって、吸入器２にキャッ
プ６を取り付けることができる。同様に、ねじ山１４、１５を互いからゆるめ、その後、
キャップ６を取り除くことにより、吸入器２からキャップ６を取り外すことができる。
【００４４】
　アドヒアランスモニターは、基部にのみ取り付けられる装置として形成されているが、
キャップ検出センサーが依然として必要である。本出願人による国際公開第２０１５／０
３０６１０号は、２部分吸入器に対して適しているキャップ検出装置を開示している。し
かしながら、本出願のために、代替機構が開発された。
【００４５】
　図１は、内部にレバー１３がある、モニター１から延出している突起１２を示す。レバ
ー１３は、モニター１が吸入器２に取り付けられているときにキャップ６によって占有さ
れる空間内に突出するように位置していることが分かる。
【００４６】
　本体部分３にキャップ６を螺合する行為により、キャップ６は、ねじ山１５に沿って適
切な程度の移動距離に達すると、レバー１３に圧力を加える。この圧力により、レバー１
３は枢動して、キャップ検出スイッチ２１（図６Ｂ）に係合する。したがって、キャップ
検出スイッチ２１は閉じられ、それにより、キャップ６は、吸入器２の本体部分３に取り
付けられているものとして検出される。
【００４７】
　同様に、本体部分３に対してキャップ６をゆるめることによりキャップ６を取り外すこ
とには、レバー１３からキャップ６の圧力を解放するという効果がある。そして、レバー
１３は、キャップ検出スイッチ２１から離れるように枢動する。したがって、スイッチ２
１は開かれ、本体部分３からのキャップ６の取外しが検出される。
【００４８】
　図７Ａ及び図７Ｂは、キャップ検出センサーの動作をより詳細に示す。図７Ａにおいて
、レバー１３は、キャップ６と係合するのに役立つように、外端部にラグ３０を有するこ
とが分かる。レバー１３は、キャップがないときに、ラグ３０がハウジング２９の中心部
に押し込まれた姿勢をとるように付勢される。レバー１３の他方の端部３１では、端部３
１が、外側に付勢され、したがって、スイッチ２１と接触しなくなる。これは、キャップ
６がないときの、モニター１及びレバー１３の通常の状態を表す。
【００４９】
　図７Ｂは、キャップ６が取り付けられているときの状況を示す。明確にするために、キ
ャップ６は示していないが、存在し、取付位置に螺合されているものとして想定すること
ができる。キャップ６６は、ラグ３０を後方に押してレバー１３を枢動させ、それにより
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、内端部３１が内側に移動する。これにより、レバー３１がスイッチ２１と係合し、キャ
ップ６が取り付けられたことを示す。
【００５０】
　キャップ検出システムはまた、押込み嵌め又は同様に取り付けられた装置に関連するそ
の有用性に加えて、２つの部品又は複数の構成要素で構成されるアセンブリを有するもの
を含む他のタイプのアドヒアランスモニターにも適用することができることが理解されよ
う。例えば、それは、絞り嵌め（squeeze fit）、バヨネット型回転ロック嵌めによって
取り付けられる装置、又は他のこうした装置とともに使用することができる。
【００５１】
　アドヒアランスモニター１が吸入器２に取り付けられると、以下のように、１回分の薬
剤を分配することができる。吸入器１の本体部分３からキャップ６をゆるめ、この行為は
、上述したようにキャップ検出機構によって検出される。
【００５２】
　そして、アドヒアランスモニター１を、本体部分３に対して前後に１回転させる。それ
には、本体部分３に対して回転式基部４を前後に１回転させるという効果がある。上述し
たように、これにより、計量された１回分の乾燥粉末薬剤が吸入チャンバー内に配置され
ることになり、そこから、使用者がマウスピース５を強く吸うことによって乾燥粉末薬剤
を吸入することができる。そして、吸入器２の本体部分３の上に再びキャップ６を螺合す
ることができ、この場合もまた、この行為は、上述したようにキャップ検出機構によって
検出される。
【００５３】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明のアドヒアランスモニター１の更なる実施形態を示し、ア
ドヒアランスモニター１は、キャップ検出機構を備えない。
【００５４】
　本発明の実施態様によるアドヒアランスモニター１はまた、１回分の薬剤が分配された
か否か、及び／又は回転式基部４が、１回分の薬剤を分配するために必要であるように本
体部分３に対して回転したか否かを判断する投与検出手段も備える。
【００５５】
　この実施態様による投与検出手段は、アドヒアランスモニター１内に組み込まれた較正
トルク検出システムを備える。
【００５６】
　回転式基部４が吸入器２の本体部分３に関して十分なトルクで回転すると、トルク検出
システムは電気機械スイッチを作動させる。そして、ＥＣＭ（後述する）により「オン」
信号が記録される。回転式基部４が反対方向に（クリック音が聞こえるまで）回転するた
めにも、特定の最小トルクが必要である。特定の装置に対する正確なレベルのトルクが使
用される場合、トルク検出システムは電気機械スイッチを作動させ、この場合もまた、Ｅ
ＣＭによって「オン」信号が記録される。
【００５７】
　ＥＣＭは、他の方法を制限することはないが、例えば、
（ａ）両方の「オン」信号が検出された場合、１回分が正しく分配されたことを確認しか
つログ記録し、
（ｂ）第２の「オン」信号が検出されなかった場合、１回分が正しく分配されなかったこ
とを確認しかつログ記録し、
（ｃ）第１のスイッチ作動と第２の作動との間の時間遅延を測定し、それらの間の遅延が
事前設定値を超えた場合、１回分が正しく分配されなかったことを確認しかつログ記録し
、及び／又は、
（ｄ）装置が１つの位置で詰まっている場合に、タイムアウト発生を検出する、
ように較正することができる。
【００５８】
　１つの実施形態では、投与検出手段は、アドヒアランスモニター１のハウジング１７内
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に収容された板ばね１６、１６’（図６Ａ）によって提供される。本体部分３に対してア
ドヒアランスモニター１を回転させる（それにより、本体部分３に対して回転式基部４を
回転させる）圧力により、板ばね１６及び／又は１６’は投与検出スイッチ２２を作動さ
せる。
【００５９】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、アドヒアランスモニター１は、ハウジング１７と、基
部１８と、回路基板１９と、ハウジング１７内に保持された板ばね１６及び１６’とから
なる。ハウジング１７にローター７が、ハウジング１７に対していずれかの方向に回転す
ることができるように取り付けられている。ローター７の基部に位置する突起２０及び２
０’は、「停止」位置にあるとき、板ばね１６及び１６’に当接するように配置されてい
る。アドヒアランスモニター１及び回転式基部４が、本体部分３に対して一方向に抵抗点
まで回されると、回転式基部４の抵抗により、ローター７が、アドヒアランスモニター１
の残りの部分とは別個に移動する。突起２０又は２０’（回転の方向による）は、板ばね
１６又は１６’をそれぞれ押す。板ばね１６又は１６’が押される力が事前設定トルクレ
ベルを超えた場合、ローター７はハウジング１７に対して回転し、板ばねは曲がる。ロー
ター７の移動により、板ばね１６、１６’は回路基板１９の上の投与検出スイッチ２２と
係合する。各板ばね１６、１６’はそれ自体のスイッチを有することができるか、又は、
板ばねの間に双方向スイッチを配置することができる。
【００６０】
　代替実施形態では、ローター７の基部の追加の突起が、回路基板１９上の投与検出スイ
ッチ２２と係合することができる。回路基板１９上における投与検出スイッチ２２の他の
位置、及びローター７の移動を介して投与検出スイッチ２２を作動させる他の方法もまた
、可能である。投与検出スイッチ２２と係合するために必要なトルクが、吸入器２から１
回分の薬剤を分配するために必要なトルクに応じて異なるように、板ばね１６、１６’を
調整することができる。
【００６１】
　投与検出手段の他の実施形態では、他のばねシステム、例えば、引用することにより本
明細書の一部をなす様々な参照文献に開示されている投与検出機構を使用することができ
る。
【００６２】
　別の実施形態では、ばねシステムは、薬剤を分配するために必要な回転に最も近い側に
配置された１つの板ばねからなることができる。１つの板ばねに基づくトルクシステムは
、一方向又は両方向の回転を検出するために必要な１つ又は複数の突起を含むことができ
る。
【００６３】
　１つの実施形態では、投与検出手段は、アドヒアランスモニター１（したがって、回転
式基部４）が、本体部分３に対して前後に１回転したときにのみ、１回分が分配されたも
のとして記録するように設定することができる（これは、図示するＴＵＲＢＵＨＡＬＥＲ
（商標）装置の場合に１回分を分配する通常の方法である）。このため、投与検出手段は
、１回分の薬剤が分配されるたびに、検出及び／又は記録する役割を果たす。
【００６４】
　さらに、投与検出手段は、アドヒアランスモニター１（したがって、回転式基部４）が
、本体部分３に対して一方向に１回回転したときのみを検出及び／又は記録するようにも
設定することができる。多くの使用者は、こうした行為によって１回分の薬剤が分配され
たと不注意で又は間違って考えるが、この行為が２回（すなわち、前方に、その後、後方
に）完了しなければ、１回分は分配されない。このため、こうした実施形態では、投与検
出手段は、使用者による吸入器２の不正確な使用、すなわち、１回分の薬剤を分配する不
正確な手法を判断することができる。
【００６５】
　さらに、投与検出手段はまた、（キャップ検出機構によって検出されるか又は記録され
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るように）キャップ６が取り付けられたままである場合、本体部分３に対してアドヒアラ
ンスモニター１（したがって、回転式基部４）を回転させるように試行される度に、検出
及び／又は記録するようにも設定することができる。キャップ６が取り付けられたままで
は、１回分の薬剤を分配することができない。しかしながら、使用者は、それにも関わら
ず、１回分の薬剤を分配したと誤認する場合があり、その後、キャップ６を取り除いてマ
ウスピース５を吸い、１回分の薬剤を受け取ったと考える可能性がある。このため、投与
検出手段は、こうした誤った手法を検出及び／又は記録する役割を果たす。例えば、吸入
器１のこうした誤った使用は、電子圧力スイッチを備える、アドヒアランスモニター１に
よって検出することができ、電子圧力スイッチは、（例えば、キャップ６が取り付けられ
たままであるため、回転式基部４の回転が実際に可能ではない場合であっても）十分なか
つ所定の回転圧力が加えられたときに閉じることができる。
【００６６】
　さらに、投与検出手段及び／又はキャップ検出は、キャップを取り外すとき又はもとに
戻すときに１回分の薬剤が意図せず分配されるときと比較して、使用者が１回分の薬剤を
正常に分配するときを識別するように適合され、又は識別することができる。これは、例
えば、１回分の薬剤の分配のタイミングが、キャップが取り外されるか又はもとに戻され
るのと実質的に同時であったと判断することによって達成することができる。
【００６７】
　好ましい形態では、投与検出機構に対して、キャップ検出システムが、キャップが取り
外されたと判断するまで、１回分を記録することを不可にすることができる。これにより
、間違った投与検出のリスクが最小限になる。
【００６８】
　図９は、キャップ状態変化に応じて投与検出機構を作動させるように採用されたアルゴ
リズムの１つの例を示す。キャップ検出スイッチ２１の状態変化により、電子制御モジュ
ール（ＥＣＭ又はプロセッサ）は、アルゴリズムの実行を開始する。ステップ１０１にお
けるキャップ状態変化信号に応じて、ＥＣＭは、ステップ１０２においてキャップステー
タスがオンであるか否かを検査する。キャップ６がマウスピース５の上にある場合、アル
ゴリズムは、ステップ１０３において、投与検出機構（すなわち、回転センサー）を使用
不可にし、ステップ１０４において、吸入器入／出ステータスを検査する。ステップ１０
５において吸入器が検出されない場合、アルゴリズムは完了し、アドヒアランスモニター
メモリにはいかなるログも入力されず、すなわち、アドヒアランスモニターには吸入器が
取り付けられておらず、投与検出機構の作動は発生しない。ステップ１０５において、吸
入器がアドヒアランスモニター１に設置されている場合、ＥＣＭは、ステップ１０６にお
いて、メモリに記憶された先行のキャップログがキャップオンログであったか否かを検査
する。先行のキャップログがキャップオンログではない場合、ＥＣＭは、アドヒアランス
モニターメモリにキャップオンログを記憶する（１０７）。先行のログがキャップオンロ
グであった場合、ステップ１０８において、タイムアウトが発生するまで、吸入器入／出
の検査を行う。それらの両方の場合において、キャップ６は取り付けられたままであり、
投与検出機構は起動されない。ステップ１０２において、アルゴリズムが、キャップ６が
取り付けられていないと確立した場合、ステップ１０９において、吸入器ステータスの検
査が行われる。ステップ１０９において吸入器が検出されない場合、投与検出機構は起動
されず、ステップ１１０において、タイムアウトまで、別の吸入器入／出の検査が行われ
る。吸入器が入である場合、アルゴリズムは、メモリにおける先行のキャップログがキャ
ップオフであったか否かを確立する。先行のログがキャップオフログであり、投与検出機
構が使用可能でない場合、ログは生成されない。先行のログがキャップオンログであった
場合、ステップ１１２において、ＥＣＭはアドヒアランスモニターメモリにキャップオフ
ログを記憶し、ステップ１１３において、ＥＣＭは、投与検出機構（すなわち、回転セン
サー）を使用可能にする。
【００６９】
　投与検出機構が使用可能となると、幾つかの事前設定された回転手順が投薬イベントと
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してログ記録されるが、他の手順は、それぞれの回転としてのみログ記録することができ
る。例えば、吸入器本体に関する把持基部の反時計回り回転と、それに続く、第１の反時
計回り回転の６０秒以内の時計回り回転により、投薬ログがアドヒアランスモニターメモ
リ内に入力され、さらに、投薬イベントログがペアリングされたスマートフォン及び／又
はウェブサーバーに送信される。
【００７０】
　アドヒアランスモニター１は、薬剤送達装置の不在又は存在を検出するように更に適合
させることができる。装置検出手段は、引用することによりその内容が本明細書の一部を
なす、本出願人のニュージーランド特許出願第６２５１０５号に記載されているように、
光学素子認識及び検出手段を含むことができる。
【００７１】
　図１Ａ及び図１Ｂ並びに図６Ａ及び図６Ｂに関して、装置検出手段１１は、ローター７
内の開口部２３の下の、アドヒアランスモニター１のハウジング２９内に組み込むことが
できる。
【００７２】
　アドヒアランスモニター１は、ＥＣＭ（全体的な位置は矢印３７によって示す）を備え
、ＥＣＭは、薬剤送達装置の患者の使用に関連する、収集された全てのアドヒアランスデ
ータを、モニタリング及び／又は操作及び／又は記憶及び／又は送信するように適合され
ている。ＥＣＭは、好適なマイクロプロセッサデバイスとすることができる。
【００７３】
　薬剤送達装置用のアドヒアランスモニターとともにＥＣＭを使用することは既知であり
、したがって、それらについて本明細書においてかなり詳細に記載するようには意図され
ていない。例えば、これらのシステムは、概して、本出願人及び関連会社から入手可能な
製品において商用に使用されているとともに、本出願人の先行する特許出願、例えば、引
用することにより本明細書の一部をなす特許出願において開示されている。ＥＣＭ及び／
又は送信機とともに使用されるアドヒアランスモニターの一例は、本出願人の米国特許第
８４２４５１７号及び本出願人の米国特許出願公開第２０１４／００００５９８号に見出
すことができる。
【００７４】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、アドヒアランスモニター１及びＥＣＭは、バッテリー
２４によって電力が供給され、充電式バッテリー又は交換式バッテリーのいずれも使用す
ることができる。ＥＣＭ及び／又はアドヒアランスモニターに対して、任意の好適な代替
手段、例えば、キネティック充電器によって、又は太陽光発電によって、代替的に電力を
供給することができる。
【００７５】
　ＥＣＭは、収集されたアドヒアランスデータを記憶しかつ送信し、それにより、分析に
よって、使用者が吸入器を正しく使用したか及び／又は正しく使用しなかったかを判断す
ることができる。アドヒアランスモニターにおいて生成された吸入器使用ログは、スマー
トフォンアプリケーション、ＰＣ又は中央通信ハブに、かつそれらを通してウェブベース
サーバーにアップロードされる。幾つかの実施形態では、アドヒアランスモニターからウ
ェブベースサーバーに吸入器使用ログを直接アップロードすることもできる。
【００７６】
　アドヒアランスモニター１は、メモリを備える。幾つかの実施形態では、例えばＲＡＭ
、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭを含む揮発性タイプのコンピューターメモリを使用することができ
る。こうした場合、アドヒアランスモニターは、アドヒアランスモニター又は薬剤送達装
置の外部のコンピューティングデバイスに情報を連続して送信することができる。他の実
施形態では、例えば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、強誘電体ＲＡＭ（Ｆ－
ＲＡＭ）、光及び磁気コンピューターメモリ記憶デバイス等を含む、不揮発性メモリフォ
ーマットを使用することができる。
【００７７】
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　アドヒアランスモニター１はまた、ＥＣＭが、使用者が吸入器を正しく使用したと判断
した場合にイベントを示し、及び／又は正しく使用しなかったと判断した場合に使用者に
警告する、ＬＥＤ２５等の指示手段も備える。例えば、指示手段を利用して、使用者がア
ドヒアランスモニター１（したがって、回転式基部４）を一方向に１回しか回転させなか
った場合に、使用者に警告することができる。指示手段を利用して、使用者が、キャップ
６が取り付けられたままである状態で、１回分の薬剤を分配しようとした場合に、使用者
に警告することができる。代替的に、指示手段を用いて、薬剤が所定の時間枠内、例えば
、１２時間又は２４時間毎に分配されなかった場合に警告することができる。
【００７８】
　指示手段は、図示するように１つ又は複数のＬＥＤの形態とするか、又は他の何らかの
視覚的及び／又は音声及び／又は振動インジケーターの形態とすることができる。アドヒ
アランスモニター１はまた、動作の幾つかの態様をモニタリングし制御する多機能ユーザ
ーボタン２６も備える。例えば、ボタンを１回押すことにより、アドヒアランスモニター
１が吸入器２に正しくかつ正常な作業順序で取り付けられている場合を示す緑色光をもた
らすことができる。逆に、赤色光は問題を示すことができる。ボタンを２回押すことによ
り、検査又は記録すべきアドヒアランスモニターの別の態様を提供することができ、さら
に、ボタンを押して保持することにより、更に別の機能又は検査が行われるようにするこ
とができる。
【００７９】
　アドヒアランスモニター１はまた、使用者が、アドヒアランスモニターによって記録さ
れた又は受信されたデータにアクセスし、またアドヒアランスモニターの設定（例えば、
日付／時刻、視覚／音声警告設定）を変更するのを可能にする、ユーザーインターフェー
スも備えることができる。ユーザーインターフェースはまた、アドヒアランスモニターに
よって受信された（又は送信された）任意のデータにアクセスし、又はアドヒアランスモ
ニターから外部電子デバイスへのデータのアップロードを制御するために使用することも
できる。
【００８０】
　本明細書に記載したアドヒアランスモニター１及び／又はＥＣＭの実施形態は、吸入器
２の動作に関する任意のタイプの非投与計数情報、及び／又は吸入器２の患者の使用に対
してモニタリングすることができる場合がある。例えば、ＥＣＭは、アドヒアランスモニ
ター１が、分配される薬剤の各投与に対して日付及び時刻を記録するのを可能にする、リ
アルタイムクロックを含む（又は、それと電子通信する）ことができる。分配された実際
の投与量を事前設定された投薬時刻の表と比較し、事前設定された時刻にその投与量が分
配されていない場合、使用者に対して、投与の期限であることを警告するように、ＥＣＭ
を較正することができる。
【００８１】
　さらに、単に例として、アドヒアランスモニター１及び／又はＥＣＭは、地理的場所、
温度、湿度、吸入器２の向き、薬剤の状態、残っている薬剤の量、バッテリーの状態又は
それが取り付けられているか否か、使用者の吸入の流量又は圧力、吸入を検出するか又は
本体部分が基部部分に対して回転されたか否かを判断する音声センサー等の基準をモニタ
リングすることもできる。この趣旨で、ＥＣＭは、音声若しくは光吸入センサー、サーミ
スターセンサー若しくは加速度計を含み、又はＧＰＳに接続することができる（例えば、
アドヒアランスモニター１にペアリングされたスマートフォンからのアドヒアランスデー
タを、スマートフォンによって受信されたアドヒアランスイベントの位置に関連するＧＰ
Ｓデータと整合することができる）。
【００８２】
　アドヒアランスモニター１は、アドヒアランスデータを送信する通信装置も備えること
ができる。１つの実施形態では、これは、アドヒアランスモニター１のハウジング１７に
位置するＵＳＢポート２７とすることができる。他の任意の好適な有線接続又はポートを
使用することができる。
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【００８３】
　代替的に及び／又はさらに、アドヒアランスモニター１及び／又はＥＣＭに対して、そ
れぞれデータを送信及び／又は受信することができる、無線送信機及び／又は無線送受信
機、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（登録商標）モジュール２８を
設けることができる。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２．１１）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、他の無線周波数、赤外線（ＩＲ）、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＧＰＲＳ、３Ｇ
、４Ｇ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＥＤＧＥ又はＤＣＤＭＡ２００等を含む、本技術分野において既
知である他の任意の好適な無線技術を使用することができる。
【００８４】
　データは、リモートコンピューターサーバに、又はスマートフォン若しくは電子タブレ
ット等の隣接する電子デバイスに送信することができる。アドヒアランスモニターは、ス
マートフォンとペアリングすることができ、スマートフォンには、スマートフォンがアド
ヒアランスモニターによって収集されたデータにアクセスし、それを処理し、及び／又は
提示するのを可能にするソフトウェアアプリケーションがロードされている。スマートフ
ォンは、アドヒアランスモニターから取得されたデータをウェブサービスプラットフォー
ムに転送するように構成することができる。データは、リアルタイムに、手動で、又は所
定の設定時刻に送信することができる。
【００８５】
　図８を考慮すると、本発明のアドヒアランスモニターの代替実施形態が示されている。
アドヒアランスモニター５１は、アラーム機能３２を含む。アラームスイッチにより、使
用者は、１２時間、２４時間又はアラームなしのオプションを選択することができる。Ｅ
ＣＭが投薬ログを検出すると、リアルタイムクロックがリセットされ、現時間枠（１２時
間又は２４時間）内に後続する投薬ログが発生しない場合、ＥＣＭにより、指示手段がア
ラームを発する。
【００８６】
　上述した実施形態は現時点で好ましいが、本発明の全体的な趣旨及び範囲内で広範囲の
他の変更も行うことができることが理解されよう。
【００８７】
　例えば、キャップ検出機構は、それぞれ、キャップが薬剤送達装置に取り付けられると
作動し、そこから取り外されると停止する、電気機械、光又は圧力スイッチの形態とする
ことができる。本発明の係合態様は、開示した具体的なキャップ検出システムに限定され
ない。
【００８８】
　好ましくは、ＥＣＭは、収集されたアドヒアランスデータを利用して、使用者が、薬剤
送達装置を正しく使用したか及び／又は正しく使用しなかったかを判断することができる
。これは、収集されたアドヒアランスデータを分析し及び／又は適切な判断を行う適切な
アルゴリズム（複数の場合もある）を、ＥＣＭ又は他のユーザーデバイス、例えば、タブ
レット若しくはスマートフォン、又はリモートシステム内に組み込むことによって達成す
ることができる。
【００８９】
　さらに、本発明のキャップ検出機構は、電子的に使用可能な薬剤ディスペンサーに直接
組み込んで、別個のアドヒアランスモニターの使用を不要にすることができる。レバー機
構は、ディスペンサーのねじ山内に又はそれに沿って配置される必要があり、ディスペン
サー内にプロセッサ、スイッチ等が設けられることが理解されよう。
【００９０】
　例えば、回路基板、ＥＣＭ、メモリ、ユーザーインターフェース、バッテリー、本発明
の投与検出機構及びキャップ検出機構を含むように、吸入器の回転式基部を変更すること
ができる。キャップ検出センサーを含むように、吸入器の回転式基部を変更することがで
きる。これは、一端が吸入器の回転式基部を越えてキャップに向かって延在し、他端が、
回転式基部内に組み込まれたキャップ検出スイッチと係合するように回転式基部内に延在
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する、レバーを含めることによって、達成することができる。キャップが取り付けられる
とキャップによって作動的に係合するように、レバーを配置することができ、それにより
、キャップ検出スイッチの状態を変化させる。代替的に、回転式基部に別の形態のキャッ
プ検出センサーを組み込むことができる。
【００９１】
　任意の先行する刊行物（又はそこから導出される情報）、又は既知である任意の事柄に
対する本明細書における言及は、その先行する刊行物（又はそこから導出される情報）又
は既知の事柄が、本明細書が関連する努力傾注分野における共通の一般知識の一部を形成
すると認めること、容認すること、又はいかなる形式の示唆でもなく、かつそうしたもの
として解釈されるべきではない。
【００９２】
　ウェブサイトを含む、本明細書において言及した全ての特許及び他の参照文献は、引用
することにより本明細書の一部をなす。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６Ａ】
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【図７Ｂ】

【図８】 【図９】
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